
船舶事故調査報告書 

平成３０年７月１８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 平成３０年３月２日 ０７時１１分ごろ 

発生場所 兵庫県東播磨港南方沖 

 東播磨港別府東防波堤灯台から真方位２１７°２.２海里（Ｍ）付

近 

 （概位 北緯３４°４０.１′ 東経１３４°４８.６′） 

事故の概要  貨物船第五晶
しょう

恵
けい

丸は、南西進中、また、貨物船神
しん

海
かい

丸は、南東進

中、両船が衝突した。  

事故調査の経過 平成３０年３月６日、主管調査官（神戸事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 貨物船 第五晶恵丸、４９９トン  

   １３６１２４、神藤海運有限会社（船舶所有者） 

Ｂ 貨物船 神海丸、４９９トン 

   １３４２８１、神鋼物流株式会社 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、三級（航海） 

Ｂ 船長Ｂ、三級（航海） 

  甲板員Ｂ、四級（航海） 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ バルバスバウに凹損 

Ｂ 左舷中央部外板に亀裂 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西北西、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の中央期 

日出時刻：０６時２９分ごろ 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａほか５人が乗り組み、船長Ａが単独の船橋当直につ

き、約７ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で手動操舵に

より東播磨港南方沖を南西進中、船長Ａが、ＧＰＳプロッターを拡大

表示させ、東播磨港から鳴門海峡への針路、養殖施設の有無及び通過

目標を確認していたところ、右舷船首至近にＢ船を認め、右舵を取っ

て減速したものの、船首部とＢ船の左舷中央部とが衝突した。 

 Ｂ船は、船長Ｂ及び甲板員Ｂほか３人が乗り組み、甲板員Ｂが単独

の船橋当直につき、約１１kn の速力で自動操舵により南東進中、甲板

員Ｂが、左舷船首方１Ｍ付近にＡ船を認めた際、左舷方から接近する

Ａ船がＢ船の進路を避けてくれると思い、針路及び速力を保持して航

行を続けた。 

 甲板員Ｂは、Ａ船が避航する気配がなく左舷船首方２００ｍ付近に

接近したので、衝突の危険を感じ、手動操舵に切り替え、右舵を取っ



て減速したものの、Ａ船と衝突した。 

分析  Ａ船は、東播磨港南方沖において南西進中、船長Ａが、ＧＰＳプロ

ッターで予定針路等を確認していて見張りを行っていなかったことか

ら、右舷船首至近となるまでＢ船に気付かず、Ｂ船と衝突したものと

考えられる。 

 Ｂ船は、東播磨港南方沖において南東進中、甲板員Ｂが、左舷船首

方１Ｍ付近にＡ船を認めた際、左舷方から接近するＡ船がＢ船の進路

を避けてくれると思い、針路及び速力を保持して航行を続けたことか

ら、Ｂ船が左舷船首方２００ｍ付近に接近したとき、右舵を取って減

速したものの、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、東播磨港南方沖において、Ａ船が南西進中、Ｂ船が南東

進中、船長Ａが見張りを行っておらず、また、甲板員Ｂが針路及び速

力を保持して航行を続けたため、両船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船橋当直中は、他のことに没頭することなく、常時適切な見張り

を行うこと。 

・自船が保持船であっても相手船の動静が不明瞭な場合は、余裕の

ある時機に警告信号を行うとともに、衝突を避けるための協力動

作をとること。  


